
2020年１２月１７日

中野区長定例記者会見資料

＜記者会見項目＞

●中野区立中学校における修学旅行の代替事業実施について

●中野区居住支援協議会の設立について

●路上喫煙禁止地区の範囲の拡大及び加熱式たばこ専用喫煙所の設置

について

●新型コロナウイルス感染症対策について

１ ひとり親世帯へ臨時特別給付金を追加支給（基本給付の再支給）

２ 生活困窮者住居確保給付金の支給期間を延長

＜その他＞

〇ONE NAKANO BASEBALL MEETING オンライントークショー

12月19日（土曜日） 午後3時～

〇中野区シティプロモーション事業助成におけるガバメントクラウドファン

ディングの試行的実施について

中野区企画部 広聴・広報課 03-3228-8803
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中野区立中学校における修学旅行
の代替事業実施について

【問合せ】　教育委員会事務局　学校教育課長　板垣　
　　　　　　　　　　電話　03-3228-８973
【発信者】　企画部 広聴・広報課長　高村
　　　　　　　　　　電話　03-3228-8928

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止してい
た、中野区立中学校（10校・生徒数1,060人）における修学旅行
の代替事業として、ＶＲ（バーチャルリアリティ・仮想現実）を使用
した旅行の疑似体験等と日帰り旅行を実施する。
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旅行の疑似体験等により、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、
日帰り旅行の中で、中学校最終学年における集団への所属感や連帯感を一
層深め、よりよい人間関係づくりと学校生活の更なる充実を図る。

１　事業の目的と内容、実施方法

内容

目的

１　ＶＲ（バーチャルリアリティ・仮想現実）を使用した奈良・京都への旅行の疑
似体験

　VRを使用した疑似体験、オンラインによる奈良・京都の寺院の境内案内や
法話などのリモート実施

２　都内及び近隣県への日帰り旅行
　屋外活動や体験等を盛り込んだ、都内及び近隣県への日帰り旅行

実施方法

各学校が、民間事業者（旅行会社）に依頼するなど、独自のプランを決定し、
実施する。事業に係る費用は、教育委員会が上限を決めて学校に補助する。



3

各学校は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、当事業の実施の
可否を判断する。

実施期間（予定）

２０２０年１２月～２０２１年３月　（各学校による）

その他

２　実施期間・事業費

　

事業費（予算）

12,814千円

修学旅行の代替事業実施に伴い、保護者が負担することとなる経費を補助
する。
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中野区居住支援協議会の設立について

【問合せ】　都市基盤部 住宅課長　池内　
　　　　　　　　　　電話　03-3228‐5406
【発信者】　企画部 広聴・広報課長　高村
　　　　　　　　　　電話　03-3228-8928

　中野区では、民間賃貸住宅への住み替え支援として、窓口での相談対応や
不動産事業者との連携などにより入居促進支援を行ってきた。
　今後、さらに住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する
必要があるため、住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会を2021年
3月に設立し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅のオーナーに対する支援
や情報提供を強化する。
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1　事業の目的、相談体制

▼住宅確保要配慮者（低額所得者、高齢者、障害者等）の民間賃貸住宅への
入居を促進する。
▼住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅のオーナーの双方に対し、行政、不
動産関係団体、居住支援団体等が連携し、入居前から退去時まで切れ目な
い適切な支援を実施する。
▼居住支援に関する情報を関係者が共有する。
▼住宅部門と福祉部門が横断的に協議・検討することで、それぞれだけで
は解決できなかった課題への対応力が向上する。

目的

相談体制

住宅確保要配慮者
（サービス利用者） 居住支援協議会 民間賃貸住宅のオーナー

住居マッチング

相談 マッチング・相談

住宅提供・連携生活支援・入居支援
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２　期待できる効果

▼さまざまな事業展開

　不動産関係団体や居住支援団体等との連携により、住
宅政策に関するさまざまな事業展開の足がかりとしての
役割が期待できる。

▼福祉政策と住宅政策の連携

　住宅部門（不動産）と福祉部門がこれまで以上に緊密に
連携することで、住宅確保要配慮者へのきめ細やかな相
談対応が可能となる。

▼相談する際の利便性向上

福祉や不動産の各種専門職が連携し横断的に対応するこ
とで、相談者はワンストップで相談が可能となり負担が軽
減できる。
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３　居住支援協議会の構成

　相談支援業務に関わりが深い団体を中心に構成する。必要に応じ
構成団体を増やしていく。

▼住宅部門

　▽公益社団法人（全日本不動産協会中野杉並支部、東京都宅地建物取引
業協会中野区支部）
　▽居住支援法人
　▽中野区都市基盤部（住宅課）※事務局は住宅課が担う。

▼福祉部門

　▽民生児童委員協議会

　▽地域包括支援センター
　▽障害者相談支援事業所
　▽地域生活支援センターせせらぎ

　▽社会福祉法人中野区社会福祉協議会
　▽中野区地域支えあい推進部（地域包括ケア推進課、地域活動推進課、

　すこやか福祉センター）
　▽中野区健康福祉部（生活援護課、障害福祉課）
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路上喫煙禁止地区の範囲の拡大及び
加熱式たばこ専用喫煙所の設置について

【問合せ】　都市基盤部 道路課長　井上　
　　　　　　　　　　電話　03-3228‐8842
【発信者】　企画部 広聴・広報課長　高村
　　　　　　　　　　電話　03-3228-8928

　たばこのポイ捨て禁止や歩行喫煙防止の徹底を図るために、中野
駅周辺の路上喫煙禁止地区の範囲を拡大するとともに、加熱式たば
こ専用喫煙所を設置します。

▲　加熱式たばこ専用喫煙所 ▲　入口
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1　路上喫煙禁止地区の範囲拡大

▼人通りの多い場所における路上喫煙による火傷等
の防止及びポイ捨て禁止の観点から、2００５年より
中野駅周辺を路上喫煙禁止地区として指定している。

▼路上喫煙禁止地区の指定後、オフィス及び大学の
開設並びに公園の供用開始に伴い、歩行者が増加し
たこと等により路上喫煙禁止地区の範囲を拡大する。

　※路上喫煙禁止地区の範囲については、３ページを参照

▼路上喫煙禁止地区の範囲拡大時期

　２０２１年４月　
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２　加熱式たばこ専用喫煙所の設置

▼路上喫煙禁止地区の範囲の拡大に伴い、フィリップモリスジャパン
合同会社からの寄付により加熱式たばこ専用喫煙所を新北口駅前広
場予定地に試験的に設置した。

▼現在、路上喫煙禁止地区内に、指定喫煙所を1 か所（中野駅北口東
西連絡路下）設置しているが、加熱式たばこ専用喫煙所を設置するこ
とによって、紙巻式たばこと加熱式たばこの利用者の分散を図る。

▼加熱式たばこ専用喫煙所は、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事
業工事ヤード拡大に伴い工事の進捗を踏まえて限定的な期間の設置
を予定している。

▼スケジュール

　▽2020年１２月　フィリップモリスジャパン合同会社との覚書を
　締結し、加熱式たばこ専用喫煙所を設置
　▽２０２３年９月頃　加熱式たばこ専用喫煙所の設置を終了
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新型コロナウイルス感染症対策について

【問合せ】

　１　子ども教育部 子育て支援課長　滝浪  電話　03-3228-８996
　２　健康福祉部 生活援護課長 中村　      電話　03-3228-５６３５　

【発信者】　企画部 広聴・広報課長　高村 　 電話　03-3228-8928

１　ひとり親世帯へ臨時特別給付金を追加支給（基本給付の再支給）
　　１世帯あたり5万円

２　生活困窮者住居確保給付金の支給期間を延長
　　最長９か月　⇒　最長12か月
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対象者等

追加支給額

▼対象者
　ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けている方（以下のいずれかに該
当する方）

▼対象世帯数（見込み）　1,204世帯
▼予算（補正予算）　　 72,443千円

1世帯あたり５万円　（第2子以降、1人につき3万円の加算）

２０２１年2月26日（金曜日）　　
※2020年12月11日時点で１回目の基本給付を受けている方、もしくは申請している方は、申請不要

申請期限

1　ひとり親世帯臨時特別給付金の追加支給（基本給付の再支給）

・２０２０年6月分の児童扶養手当を受給している
・公的年金等を受給しており、２０２０年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受
給している方と同じ水準となっている
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生活困窮者自立支援法に基づき、経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失
するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給する。　

▼対象者

　
▼想定申請数　　　　　毎月100人
▼予算（補正予算）　　１５６，０９３千円（給付費のみ）

対象者等

事業の概要

【単身世帯】53,700円　　【2人世帯】64,000円　　【3人以上世帯】69,800円

支給額

原則3か月。
2021年3月31日までの申請は、最長で１２か月（9か月を12か月まで延長）

支給期間・申請期限

２　生活困窮者住居確保給付金の支給期間延長

・離職や自営業を廃業した者

・本人の責又は都合によらないで休業となり、経済的に困窮し、住居を喪失している、または
そのおそれがある者




